
国民健康保険税について 
 

国民健康保険は、被保険者（加入者）のみなさまが病気やけがをしたときに安心して医療

を受けるための制度です。この制度はみなさまが納める国民健康保険税によって支えられ

ています。 

 

納税義務者                           

納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族

のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。 

 

納入通知                            

年度当初の納入通知書は 7月中旬に送付します。 

年度の途中で資格の異動（出生、死亡、転入、転出、他の健康保険への加入・離脱など）

があった場合は、市民税務課で資格異動の手続きをした翌月以降に送付します。 

※資格異動の手続きは 14 日以内に行ってください。 

 

税率等                             

 国民健康保険税は、医療分、後期分、介護分、子ども分の４つの区分に分かれています。 

令和８年度の区分ごとの税率は以下のとおりです。 

区分 所得割 均等割 平等割 課税限度額 

医療給付費分 6.6％ 27,300円 20,000円 670,000円 

後期高齢者 
支援金等分 

2.8％ 11,000円 7,000円 260,000円 

介護納付金分 
（40～64歳） 

2.1％ 10,500円 6,500円 170,000円 

子ども子育て 
支援金分 

0.3％ 
1,200円 

750円 30,000円 
75円 

（18歳以上均等割） 

   



計算方法                            

以下により医療分、後期分、介護分、子ども分の各区分について税額を計算します。4つ

の区分の合計額が年間の税額となります。なお、年度の途中で資格の異動があった場合は、

月割により計算をします。 

 

【医療給付費分】 

 ①所得割額：世帯の加入者の課税所得額×6.6％ 

 ②均等割額：27,300円×加入者数 

 ③平等割額：１世帯あたり 20,000円 

 

【後期高齢者支援金等分】 

 ①所得割額：世帯の加入者の課税所得額×2.8％ 

 ②均等割額：11,000円×加入者数 

 ③平等割額：1世帯あたり 7,000円 

 

【介護納付金分】 ※40 歳以上 65歳未満の加入者が対象 

 ①所得割額：世帯の加入者の課税所得額×2.1％ 

 ②均等割額：10,500円×加入者数 

 ③平等割額：1世帯あたり 6,500円 

 

【子ども子育て支援金分】 

 ①所得割額：世帯の加入者の課税所得額×0.3％ 

 ②均等割額：1,200 円×加入者数 

  ※18歳未満の加入者は均等割の全額が軽減となります。 

  18歳以上均等割額：75円×18歳以上の加入者数 

 ③平等割額：1世帯あたり 750円 

 

※課税所得額とは、前年の所得金額から基礎控除額（43万円）を控除した額です。 

世帯に加入者が２人以上いる場合は、それぞれの所得金額から基礎控除額を控除します。 

（前年中の合計所得金額が 2,400 万円を超える場合の基礎控除額は異なります。） 

※所得割の計算に用いる所得には、土地建物や株式等の譲渡所得（特別控除後）を含みます。 

※各区分の税額に 100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。 

※①～③の合計額が課税限度額を超える場合は、課税限度額がその区分の税額となります。 

 

  



納付方法                            

①普通徴収 

 年間の保険税額を７月から翌年２月までの８回の期別に分けて、次のいずれかの方法に

より納付していただく方法です。 

 ・納付書払い 

  金融機関やコンビニ、スマホ決済アプリ等により納付していただく方法です。 

 ・口座振替 

  指定口座から自動的に振り替えて納付する方法です。 

  口座振替の申込みは金融機関での手続きとなります。申込みの翌月分から口座振替が

開始されます。 

 

②特別徴収 

 年金の支給月（年６回）に公的年金から天引きする方法です。国民健康保険税の税額が確

定するのは毎年 7月のため、年度の前半（4 月～8月）は仮の金額で天引き（仮徴収）し、

年度の後半（10 月～翌年 2 月）で残額を天引き（本徴収）します。4 月から 8 月の天引

き額は、通常、前年度２月の天引き額と同額です。 

対象は次のすべてに該当する世帯です。 

・世帯主が国民健康保険に加入している。 

・世帯内の加入者全員が、65 歳以上 75 歳未満である。 

・天引きの対象となる世帯主の年金の年額が 18 万円以上である。 

・世帯主の介護保険料が年金天引きの対象であり、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合

計額が天引き対象となる年金額の２分の１以下である。 

※世帯主が年度の途中に７５歳に到達する場合は、年金天引きされません。 

※一定の要件を満たす場合は、納付方法を口座振替に変更することができます。 

 

《納期》 

納付月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

普通徴収    1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期  

特別徴収 ●  ●  ●  ●  ●  ●  

 


